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保育士の処遇改善と人材確保の推進等に係る要望 

  

 埼玉県政の推進につきましては、日頃から格別の御支援と御協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 埼玉県では、「日本一暮らしやすい埼玉」の実現に向けて待機児童等の対策に

取り組んでおり、保育士の確保が喫緊の課題となっておりますが、埼玉県の保育

士の給与水準が近隣都県と比較して低く、保育人材の確保に大きな支障をきた

しております。 

 また、物価高騰によって県内の保育所や放課後児童クラブ等の運営にも影響

を及ぼしており、このような状況が続いた場合、サービスの低下につながりかね

ません。 

こどもたちが将来にわたって幸せな生活ができる「こどもまんなか社会」を実

現するため、こどもたちの健やかな成長を支えるための環境整備は今後ますま

す重要となっております。 

 つきましては、下記の要望事項について、特段の御支援、御協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 保育士の処遇改善と人材確保の推進 

 ⑴ 現状・課題等 

   本県では保育士の確保が喫緊の課題となっているが、埼玉県の保育士の

給与水準が近隣都県と比較して低く、保育人材の確保に大きな支障をきた



している。 

   この公定価格の地域区分は地域の実情を十分に反映しない形で、東京都

の自治体と隣接する県内市との間で大きな差が生じているなど、本県の保

育人材の確保に支障をきたしており、格差の解消が求められている。 

   そのような中、令和６年人事院勧告の内容が、保育の公定価格における

地域区分及び支給割合にそのまま適用された場合、東京都の自治体との間

でこれまで以上に格差が拡大又は支給割合が逆転することとなる。 

   保育人材の確保を図るためには、処遇の改善が重要であり、国による税

源偏在の是正とともに、国家公務員の地域手当に準拠しない地域区分の設

定とすることをはじめ、保育士給与の原資となる公定価格を適切な水準に

設定することが必要である。 

   加えて、隣接する東京都では、保育人材の確保を推進するため、すでに

高く設定されている公定価格に加えて月額給与の上乗せをはじめとした

保育士等への処遇改善を実施している。 

   さらに、子育て家庭への支援として、保育料の無償化や、「こども誰でも

通園制度」の対象年齢や利用時間の上限の拡大などを実施しており、東京

都では保育所等への利用ニーズが一層高まっているとともに、必要以上の

保育士を雇用し、近隣県の保育士の流出を招いていると考えられる。 

   地方税制のあり方に関する検討会が指摘するとおり、東京都がこれらの

支援策を実施できるのは、東京都への税源偏在による税収の集中に裏打ち

された潤沢な財源によるものであり、行政サービスの選択による違いでは

ない。 

   さらに地方法人課税については、Ｅコマースの更なる進展など経済社会

構造の変化に伴い、大法人の本社等が集まる東京都への税収集中がより一

層進み、このまま放置しておくと地域間の不公正な格差は一層拡大する状

況である 

   このような税源偏在の問題を解決しない限りは、東京都の保育人材の確

保に有利な状況が継続しかねず、早急かつ確実に偏在是正措置を講ずる必

要がある。 

   また、公定価格の格差だけでなく、多額の財源を投じた独自の保育士確



保策により保育人材が東京都へ流出していることを鑑みれば、例えば、東

京都が講じた追加の財政措置を近隣県の公定価格に上乗せする等、税源偏

在にかかわらず地域間の公正がはかられるような措置の検討も行うべき

と考える。 

 

 

 ⑵ 要望項目 

   税源偏在の適正な是正がなされることはもとより、保育士給与の原資と

なる公定価格を適切な水準に設定すること。 

   また、保育の公定価格における地域区分の見直しに当たっては、国家公

務員の地域手当に準拠するという考え方から脱却し、地方公共団体と丁寧

に議論をするとともに、その意見を反映させること。 

   その際、東京都の自治体との格差及び各地域の実情からの乖離が拡大し

ないよう、以下に挙げる事項を考慮するなど、地域の実情を十分に反映し、

現在の水準を超える設定にすること。 

 

 ・ 住民の県外就業率が高い地域については、就業先の地域区分及び支給割

合との均衡や居住地の平均所得を考慮 

 ・ 保育の運営に当たっては、不動産の賃借料等も含まれることから、不動

産公示価格を考慮 

 ・ 都道府県を超えた広域的な区分を考慮 

 

さらに、保育の公定価格への未反映の介護保険制度の補正ルールの適用

の検討にあたっては、一般的には自宅近くの保育所等にこどもを預けるこ

とから、特に県南の市ではいまだ保育需要のニーズが高く、保育士の流出

を防ぐ点からも、当該補正ルールをそのまま適用するだけでなく、東京都

との格差が是正される改善を行うこと。 

 

２ 朝のこどもの居場所づくり（朝の小１の壁の解消）について 

 ⑴ 現状・課題等 

   本県では、こどもの小学校入学に際して、保育所の預かり開始時間と小



学校の登校時間の差により保護者等が仕事等を変更せざるを得ない状況

になること、いわゆる朝の小１の壁の解消が必要であると認識している。

県内の小１・小４の保護者向けのアンケート調査においても、「朝のこども

の居場所があれば利用したい」との意見が一定程度あり、ニーズが見込ま

れる。 

   本県では、令和７年度から「朝のこどもの居場所」のモデル事業を実施

する市町村に対して、県単独事業で補助を実施しており、今後モデル事業

の効果検証、課題整理等を行う。 

   今後、本格的・継続的に実施していくに当たり、国における財政措置が

不可欠である。 

 ⑵ 要望項目 

   いわゆる「朝の小１の壁」を解消するため、小学校開始前の朝の時間に

こどもを預かる場を整備する事業に対して財政措置を行うこと。 

   その際、放課後児童健全育成事業の補助制度を踏まえるなど、事業が継

続的に実施できるようにすること。 

 

３ １歳児配置改善加算の要件見直し及び物価高騰への対応について 

 ⑴ 現状・課題等 

   保育所等における１歳児の職員配置の改善を進めるため、公定価格の加

算措置として令和７年度から創設された「１歳児配置改善加算」には、加

算要件として、「（１）処遇改善等加算区分１～３全てを取得している」、

「（２）業務においてＩＣＴの活用を進めている」、「（３）施設・事業所の

職員の平均経験年数が 10年以上」を全て満たすことが課されている。 

   しかし、同様の加算措置である「３歳児配置改善加算」及び「４歳以上

児配置改善加算」にはこれらの加算要件は課されていない。 

   中でも「（３）施設・事業所の職員の平均経験年数が 10年以上」を要件

とすることは、新卒保育士や経験年数の短い潜在保育士の採用を敬遠する

動きにつながる可能性があり、従来の国の保育士確保の方向性と整合が取

れないばかりか、保育所等が自らの努力で短期間に改善することが困難で

ある。このため、「１歳児配置改善加算」の要件のうち、「（３）施設・事業



所の職員の平均経験年数が 10年以上」について、撤廃する必要がある。 

   また、保育所や放課後児童クラブ等の運営費は公定価格や国庫補助によ

って定められているため、物価高騰等の際に利用者に価格転嫁をすること

が難しく、価格高騰等の影響が長引いた場合、サービスの低下につながり

かねない。 

   令和７年度補正予算において、国は物価上昇といった厳しい環境の中で

も、質の確保された食事の安定的な提供をはじめ、安定的な教育・保育を

継続して提供できるよう公定価格における「運営継続支援臨時加算」等を

創設したが、この取組は令和７年度限りとされている。 

   保育所や放課後児童クラブ等の安定した運営を図るため、諸物価の価格

高騰を公定価格や補助基準額に反映し、継続的な対応を行う必要がある。 

 ⑵ 要望項目 

   「１歳児配置改善加算」の加算要件の１つである「施設・事業所の職員

の平均経験年数が 10年以上」について、早期に撤廃すること。 

   また、物価高騰分については、保育所や放課後児童クラブ等の安定的な

運営を図るため、諸物価の価格高騰分を公定価格や補助基準額の改善若し

くは別途補助を行う等、しっかりと対策を講ずること。 

 

４ 保育料の完全無償化の早期実現 

 ⑴ 現状・課題等 

   令和元年 10 月に３歳から５歳までの保育料が無償化されているが、０

歳から２歳については無償化されていないため、子育て世帯から保育料の

負担軽減を求める声がある。 

   保育料の無償化は、全国どこに居住していても同様のニーズがあるが、

一部の自治体においては、独自の保育料補助事業を実施しており、地域ご

とに差が生じている。 

   こども基本法第 12条において、「国は、こども施策に係る支援が、居住

する地域等にかかわらず行われるようにするため、必要な措置を講ずる」

こととされている。また、同法第 16条で、「政府は、こども大綱の定める

ところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実



を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよ

う努めなければならない」と規定されている。 

   保育料の無償化は、ナショナルミニマムとして国の財源と責任において

実施するべきものと考える。 

 ⑵ 要望項目 

   誰もが良質な保育等サービスを受けられるよう、０歳から２歳の保育料

の完全無償化を早期に実現すること。 

 

５ 児童養護施設等職員の更なる処遇改善 

 ⑴ 現状・課題等 

   児童養護施設等では虐待やＤＶなどケアニーズの高い児童の入所が増

え、個別的できめ細かな処遇が求められている。 

   しかし、職員の配置基準は十分な見直しには至っておらず、職員の負担

が大きくなっている。 

   特に、児童養護施設等に付属する一時保護所の職員配置基準は、専任職

員（児童指導員又は保育士）を２名及び管理宿直等職員（非常勤職員可）

となっているが、実際には多くの施設が専任職員３名以上及び管理宿直等

職員を配置している。 

   職員の離職率は年々上昇しており、新たな採用も困難な状況が続いてい

る。職員の負担軽減を図るため、職員の配置基準の見直し並びに措置費の

人件費部分についての更なる改善及び人材確保策が必要である。 

 ⑵ 要望項目 

   児童養護施設等に付属する一時保護所の専任職員（児童指導員又は保育

士）の配置を３名とすること。また、児童養護施設等本体の職員配置基準

についても施設運営の実情を十分に踏まえたものとすること。 

   児童養護施設等の養育の担い手である職員の過重な就労実態を改善す

るため、措置費の人件費部分についての更なる改善及び人材確保策を進め

ること。 

 

６ 次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金



の見直し 

 ⑴ 現状・課題等 

   児童虐待相談対応件数の増加等に伴い、社会的養護等を必要とするこど

もが依然として多い中、こどもができる限り良好な環境において養育され

るよう、児童養護施設や乳児院等の環境整備が求められている。 

   また、保育所における待機児童を早期に解消するとともに、安全かつ安

心な教育・保育環境を実現するため、計画的に保育所等の施設整備に取り

組む必要がある。 

   そこで、国の次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育

施設整備交付金を活用し、社会的養護等を必要とするこどもの環境整備や

保育所等の施設整備に取り組んでいるが、児童福祉施設の整備については、

建設費の高騰により、工事契約における入札不調が発生するなど設置者の

負担が大幅に増加している。そのため、交付金の見直しを行う必要がある。 

 ⑵ 要望項目 

   次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付

金は、建設費の高騰分を適切に反映した実態に即したものとすること。 

 

７ こども等に対する公費負担医療制度の創設 

 ⑴ 現状・課題等 

   福祉医療（こども、重度心身障害児（者）、ひとり親家庭等）に対する医

療費助成は全都道府県で実施されており、子育て環境の充実や、社会的に

弱い立場にある人の支援に大きな役割を果たしている。 

   現在の医療費助成は地方単独事業であるため、各都道府県で受給者の基

準や受給内容が異なっており、制度に不均衡が生じている。 

   本県は令和６年４月からこども医療費助成制度の対象年齢拡大と所得

制限の撤廃を実施し、令和８年１月からは重度心身障害者医療費助成制度

の対象に精神障害者保健福祉手帳２級所持者を追加したが、福祉医療費の

助成は医療に関するセーフティーネットの役割を果たしており、本来、ナ

ショナルミニマムとして国が統一的に実施するべきものである。 

 ⑵ 要望項目 



   こども、重度心身障害児（者）、ひとり親家庭等が安心して医療を受けら

れるよう、全国一律の福祉医療費助成制度を早急に創設すること。 

 


